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現在第９報まで出ています。 

掲載場所は本通知項番５を参照。 

令和２年６月８日 

 

千葉市指定居宅介護等事業者様 

 

千葉市保健福祉局高齢障害部 

障 害 福 祉 サ ー ビ ス 課 長 

 

 

新型コロナウイルス感染症拡大防止等のための居宅介護等の臨時的な取扱いについて 

 

 

標記の件について、「新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人

員基準等の臨時的な取扱いについて（第７報）（令和 2年 5月 27日付け事務連絡・厚生労

働省厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課）」等を受け、当該事務連絡、問

10に関する臨時的な取扱いについて実施する場合は、下記のとおり届出をお願いいたしま

す。 

 

記 

 

１ 問 10の概要 

（問） 留意事項通知において、「指定居宅介護等を行った場合には、実際に要した時間に

より算定されるのではなく、当該居宅介護計画に基づいて行われるべき指定居宅介

護等に要する時間に基づき算定されることに留意する必要がある。」とされているが、

30 分未満の家事援助について、外出自粛要請等の影響により、例えば週末前の買い

物において混雑により時間を要し、実際の家事援助の時間が 30分を大きく超えた場

合、実際に要した時間の単位数の算定は可能か。 

 

（答） 外出自粛要請等の影響により、家事援助の内容に時間を要して 30分を大きく超え

た場合には、実際に要した時間の単位数を算定する旨を利用者に説明し、同意が得ら

れ、かつ相談支援専門員とサービス提供責任者が必要な連携を図った上で市町村が

必要と認めるときには、算定が可能である。なお、この場合、居宅介護計画は事前・

事後に関わらず、適宜必要な変更を行うこと。 

また、重度訪問介護、同行援護及び行動援護において、利用者の買い物に同行して

支援を行う場合についても同様である。 

 

２ 提出手続 

外出自粛要請等の影響により、上記臨時的取扱いを実施した場合は、下記のとおりご提

出くださいますよう、お願いします。なお、すでに電話等でお問い合わせ頂いている場合

も、お手数ですがご提出くださいますよう、お願いします。 

（１）提出書類 

「新型コロナウイルス感染症拡大防止等のための居宅介護等の臨時的取扱い届出書

（千葉市参考様式）」 

（２）提出先及び提出方法 

障害福祉サービス課 地域支援班宛てにメール又は FAX 

E-mail：shogaifukushi.HWS@city.chiba.lg.jp  FAX：043-245-5630 

資料8（訪問系・相談支援系） 令和3年3月24日

障害福祉サービス等に係る事業者説明会

千 葉 市 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 課

mailto:shogaifukushi.HWS@city.chiba.lg.jp
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（３）提出期限 

開始日又は開始予定日 提出期限 

通知日以前 令和２年６月２６日（金） 

通知日以降令和２年６月１６日以前 令和２年６月２６日（金） 

令和２年６月１７日以降 

開始日の翌日から１０日以内 

（閉庁日含む。１０日目が閉庁日 

の場合は、翌開庁日。） 

※ 例：6/17（水）開始予定の場合、翌日から起算して 10日後の 27 日は土曜日のため

29日（月）まで 

（４）その他 

実績記録票及びサービス提供実施記録又は別紙にて、支援内容を詳細に記録してく

ださい。 

 

３ 本市以外の利用者 

各支給決定市区町村にご確認ください。 

 

４ 本措置の適用期間 

新型コロナウイルス感染拡大防止への対応が必要となった時から収束までの期間。 

過去に新型コロナウイルス感染症の関連で対応し、本通知のとおり実施していた場合

は、遡って請求することが可能です。ただし、その場合は本通知のとおり、記録を整備す

る等、所定の手続きを行ってください。 

本措置の適用期間の終了については、別途通知するものとします。 

 

５ 新型コロナウイルス感染症に関する厚生労働省通知 

下記厚生労働省ＨＰに掲載されていますので、ご確認ください。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00097.html 

厚生労働省＞福祉・介護＞障害者福祉＞障害福祉サービス等事業所における新型コロ

ナウイルス感染症への対応等について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（担当） 

〒260-0026 

千葉市中央区千葉港２番１号 千葉中央コミュニティセンター１階 

千葉市保健福祉局高齢障害部 障害福祉サービス課 地域支援班 

TEL：043-245-5228      FAX：043-245-5630 

E-mail：shogaifukushi.HWS@city.chiba.lg.jp 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00097.html
mailto:shogaifukushi.HWS@city.chiba.lg.jp

